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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソーセージ類の製造法において、唯一の動物性成分として豚の腿からおよび／または肩
からの筋肉あるいは豚の腿からおよび／または肩からの筋肉および豚肝臓を使用しかつ脂
肪割合は筋肉中では最大５質量％および豚肝臓中では最大６質量％であり、その際、筋肉
中または豚肝臓中に含まれる脂肪以外には、さらに他の脂肪を添加せず、その際、筋肉を
氷と一緒に処理し挽肉をつくり、かつ全ての氷を挽肉製造の開始時に同時に添加しかつ、
氷は－１０℃より小さい温度を有することを特徴とする、ソーセージ類の製造法。
【請求項２】
　筋肉が内腿に由来することを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　胆管を含まない豚肝臓を使用することを特徴とする、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　筋肉中の脂肪割合が最大３．５質量％であることを特徴とする、請求項１から３までの
いずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　さらに香辛料および／または塩および／または亜硝酸塩の塩漬剤および／またはキノコ
および／または野菜および／または肉汁を添加することを特徴とする、請求項１から４ま
でのいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
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　ソーセージ類が茹でソーセージであり、かつ挽肉１ｋｇ当たり１２０ｋＪより大きいエ
ネルギー量を、０℃の挽肉温度に達するまで挽肉に導入することを特徴とする、請求項１
から５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　筋肉に、筋肉中に存在する水少なくとも２０質量％が凍結するほどの量の氷を添加する
ことを特徴とする、請求項６記載の方法。
【請求項８】
　筋肉に、氷が挽肉の全質量の少なくとも３０質量％を有するほどの量の氷を添加するこ
とを特徴とする、請求項６または７記載の方法。
【請求項９】
　筋肉を少なくとも部分的に凍結された状態で処理し挽肉をつくることを特徴とする、請
求項６から８までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１０】
　挽肉に付加的に増粘剤を導入することを特徴とする、請求項６から９までのいずれか１
項記載の方法。
【請求項１１】
　挽肉に付加的に植物性タンパク質を添加することを特徴とする、請求項６から１０まで
のいずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
　挽肉製造を食肉分解装置において行うことを特徴とする、請求項６から１１までのいず
れか１項記載の方法。
【請求項１３】
　カッティングプロセスを２５０００　１／ｓ～６００００　１／ｓの範囲における剪断
速度で実施することを特徴とする、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　挽肉が、挽肉製造の終了時に最大１０℃の温度を有することを特徴とする、請求項６か
ら１３までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１５】
　挽肉を６０℃～８０℃の温度範囲における温度で茹でることを特徴とする、請求項６か
ら１４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１６】
　ソーセージ類が調理ソーセージであり、かつ筋肉を、それを豚肝臓と一緒に処理し挽肉
をつくる前に、８５℃未満の温度で茹でることを特徴とする、請求項１から５までのいず
れか１項記載の方法。
【請求項１７】
　挽肉の温度が挽肉製造中に４０℃を上回ることを特徴とする、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　挽肉に親水コロイド最大３質量％を添加することを特徴とする、請求項１６または１７
記載の方法。
【請求項１９】
　挽肉に植物性タンパク質最大４質量％を添加することを特徴とする、請求項１６から１
８までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２０】
　挽肉に繊維含有成分を添加することを特徴とする、請求項１６から１９までのいずれか
１項記載の方法。
【請求項２１】
　完成した挽肉を７５℃未満の茹で温度で加熱することを特徴とする、請求項１６から２
０までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２２】
　茹でプロセスを５Ｋ／分より小さい加熱速度および冷却速度で実施することを特徴とす
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る、請求項１６から２１までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２３】
　ソーセージ類が生ソーセージであり、かつ筋肉を処理し挽肉をつくり、その中で筋肉中
に含まれる水最大５０％が凍結していることを特徴とする、請求項１から５までのいずれ
か１項記載の方法。
【請求項２４】
　筋肉の温度が挽肉製造の開始時に－２℃～５℃の範囲にあることを特徴とする、請求項
２３記載の方法。
【請求項２５】
　筋肉の一部を肉挽器で挽きかつ残留部を細片に切ることを特徴とする、請求項２３また
は２４記載の方法。
【請求項２６】
　筋肉の肉挽器で挽いた部分を、粘り気を持つまでカッティングしかつ肉挽器で挽いた部
分のカッティング時間の終了後にスターターカルチャーおよび／または香辛料および／ま
たは塩および／または亜硝酸塩の塩漬剤ならびに筋肉の細片に切られた割合を添加しかつ
混合することを特徴とする、請求項２５記載の方法。
【請求項２７】
　請求項１から５までのいずれか１項記載の方法によって製造されたソーセージ類。
【請求項２８】
　請求項６から１５までのいずれか１項記載の方法によって製造された茹でソーセージ。
【請求項２９】
　請求項１６から２２までのいずれか１項記載の方法によって製造された調理ソーセージ
。
【請求項３０】
　請求項２３から２６までのいずれか１項記載の方法によって製造された生ソーセージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　従来技術
　本発明は、請求項１の上位概念に従うソーセージ類、例えば生ソーセージ、茹でソーセ
ージ(Bruehwuerste)、調理ソーセージ(Kochwuerste)または調理スプレッドソーセージ(Ko
chstreichwuerste)ならびに請求項２９の上位概念に従うソーセージ類に関する。
【０００２】
　従来の意味におけるソーセージ類（ソーセージおよびソーセージ様加工品）は、風味を
付与するおよび／または技術的に基礎づけられた成分の使用下で加工された薄切りできる
固さのまたは塗ることができる、粉砕された食肉、脂肪組織からなるならびに品目に関し
て部分的にまた臓物からなるならびに特別な加工品の場合にはまたそれ以外の動物の身体
部位からなる、定義された混合物である。
【０００３】
　食肉は、食肉および食肉加工品のための原則における定義によれば、"人間の嗜好のた
めに定められている、畜殺または屠殺された温血動物の全ての部位"と理解される。この
定義によれば、例えば骨および臓物も"食肉"という概念に含まれる。
【０００４】
　ソーセージ類の商業的な製造の場合、"食肉"とは、付随するかまたは中に含まれる脂肪
組織および結合組織ならびに中に含まれるリンパ節、神経組織、血管および豚唾液腺を有
する骨格筋組織のみを指す。幾つかの食肉加工品の場合、"食肉"は、内方に成長したある
一定の割合の骨および軟骨も含み、"豚肉"の場合には皮(Schwarte)も含む。
【０００５】
　ソーセージ製品のために豚肉が使用される場合、解体に応じて以下の肉種が区別されう
る：
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・豚頭、
・豚頬、
・豚頸、
・胸または太い肋骨(Dicke Rippe)、
・骨つきロース(Stielkotelett)、
・腰肉(Lendenkotelett)、
・フィレット(Filet)、
・豚腹（上部肋骨(Schaelrippe)および腹肉）、
・豚肩（前大腿部）、
・大腿部または腿（上腿 (oberschale)、下腿 (Unterschale)および内腿）
・アイスバインまたはシュテルツェ(Stelze)および
・豚足。
　フィレットを除いて、挙げられた全ての豚の身体部位からソーセージ類が製造され、そ
の際、様々の割合で分割部(Fraktionen)が混合される。その際、筋肉には身体部位に応じ
て多少とも脂肪が含まれている。
【０００６】
　ソーセージは、一般的に生ソーセージ、茹でソーセージおよび調理ソーセージに区別さ
れる。ソーセージ類は、燻製されてまたは燻製されずにケーシングまたは容器中でまたは
ケーシングなしでも流通される。
【０００７】
　"生ソーセージ"、例えばサラミまたはセルベラートソーセージとは、一般に赤く染めら
れた、冷却せずに（＋１０℃を上回って）貯蔵可能な、一般に生で食せるソーセージ類の
ことであり、これらは塗ることができるかまたは乾燥を伴った熟成後にスライスできる固
さとなる。砂糖は２％を上回らない量で添加される。
【０００８】
　"調理ソーセージ"、例えばレバーソーセージとは、主に調理された出発材料から製造さ
れる、加熱処理されたソーセージ類のことである。血、肝臓および脂肪組織が大部分を占
める場合にのみ、生の出発材料の割合が勝っていてもよい。調理ソーセージは、一般に冷
やされた状態においてのみスライスできる固さをもつ。
【０００９】
　"茹でソーセージ"、例えばウィンナーまたはリオナーとは、茹でる、焼く、火であぶる
ことによるかまたは他の方法で加熱処理されたソーセージ類のことであり、該ソーセージ
の場合、粉砕された生の食肉は、脂肪、食塩および場合により他の技術的に必要とされる
塩により、たいていの場合飲料水の添加下で全体的にまたは部分的に分解されてかつその
筋タンパク質は加熱処理に際して多少とも結合しながら凝固するので、そのため加工品は
場合によって新たに加熱されるのに際してスライスできる固さにとどまる。使用される飲
料水の量は、個々のソーセージ品目において異なる。食肉および脂肪に対して、飲料水の
代わりに部分的に血漿または血清１０％までが添加される；牛乳５％による飲料水の代用
は、その挽肉(Braet)(ソーセージ用肉生地）が粉砕されている、火であぶることが定めら
れた燻製されないソーセージに制限される。
【００１０】
　公知の茹でソーセージは平均しておよそ５０％の食肉、２５％の脂肪および２５％の水
を含有する。製造のために食肉および脂身が肉挽き器でまず粉砕されかつたいていの品目
の場合、引き続きカッティングされいわゆる挽肉がつくられる。カッター(Kutter)は、そ
れ自体回転する容器（ボール）からなり、該容器中で複数のブレードが非常に高い速度で
回転する。その際、成分は生の食肉にて挽肉と呼ばれるブライ(Brei)が発生するまで粉砕
される。
【００１１】
　カッターにおいてタンパク質は食塩１．５～２％により部分的に溶け出し、同時に保存
効果が達成される。香辛料の他に、たいていの場合さらに亜硝酸塩の塩漬剤(Nitritpoeke
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lsalz)およびカッティング助剤(Kutterhilfsmittel)が添加される。カッティング後に、
挽肉の腸内への充填、場合により燻製、および名前の由来となっている工程－茹で工程が
続く。その際、挽肉は筋線維のタンパク質がゲル形成下で凝固する中心温度をこうむる。
【００１２】
　茹でソーセージの粘稠性(Konsistenz)は水結合力に依存しているので、それゆえこれは
、脂肪乳化および脂肪安定化および構造形成（ゲル形成）の他に、茹でソーセージの製造
に際しての決定的な要素である。
【００１３】
　カッターへの脂肪の添加により、茹でソーセージ製造に際してエマルジョンが生じる。
相境界に疎水性のタンパク質配列(Proteinsequenzen)がたまりかつこれはタンパク質の配
向およびタンパク質の部分的な分画化(Fraktionierung)に寄与する。脂肪を取り囲むタン
パク質－水混合物中で親水基、十分可溶性のかつ十分架橋性のタンパク質が濃縮し、これ
らが後続する茹で処理において良好なゲル形成および高い水結合を可能にする。
【００１４】
　カッティングに際して僅かばかりの脂肪しか使用されない場合、この分画プロセスは進
行しえない。その結果、タンパク質－水－混合物中でのゲル形成および水形成が低下する
。公知の茹でソーセージ中の脂肪含有率は、適用および配合に応じて、完成した製品中で
１５～３０質量％にある。この脂肪含有率により、完成したソーセージにおいて安定した
かつしなやかな組織および魅力的な風味が獲得されうる。
【００１５】
　それに対して、脂肪が減らされた茹でソーセージ類が市場ですでに多くのバリエーショ
ンにおいて（脂肪含有率５％～１９％）存在する。これらは、たいていの場合家禽肉また
は牛のまたは豚の種々の身体部位からの多少とも脂っこい食肉を含有する。低い脂肪含有
率により、市場で公知の脂肪分に乏しい製品は、たいていの場合乾燥し、砕けやすくなり
かつ新鮮な、肉様の風味を有さない。それゆえ、脂肪が欠けた感覚上の欠点は多くのソー
セージ品目において植物油または油ベースの脂肪代用物の添加により補われる。しかしな
がら、魅力的な感覚上の特性を有する脂肪分に乏しい茹でソーセージを製造することはこ
れまで成功しなかった。
【００１６】
　そのうえ、通常導入された多数の動物性分割部（筋肉、皮、脂肪、結合組織、臓物の部
位、リンパ節、神経組織、血管および豚唾液腺、部分的にまた食肉加工プラント(Tierkoe
rperverwertungsbetrieben)からのくず肉(Separatorenfleisch)）に基づき、ソーセージ
類は消費者のもとでしばしばマイナスの評判を有する。
【００１７】
　課題
　本発明の課題は、ソーセージ類の製造法ならびに冒頭で言及された種類のソーセージ類
を、該方法から生じたソーセージ類が非常に低い脂肪含有率を有するようにさらに発展さ
せることであり、その際、同時にみずみずしくかつしなやかな口内感覚(Mundgefuehl)お
よび新鮮なかつ肉様の風味が達成されるべきである。他面、ソーセージ類は消費者のもと
で大いに受け入れられるべきである。
【００１８】
　本発明に従って、この課題は請求項１および請求項２９の特徴により解決される。
【００１９】
　本発明の利点
　比較的裕福な国々におけるフィットネスの波の背景を前に、脂肪が減らされた製品がま
すます重要になってきている。脂肪が減らされたソーセージ類は、すでに多くのバリエー
ションにおいて市場に存在している。これらは、たいていの場合牛の、豚のまたは家禽の
種々の身体部位からの多少なりとも脂っこい食肉を含有する。そのため消費者は、公知の
脂肪分の少ないソーセージ品目にて動物性成分の起源を遡ることができない。ソーセージ
製造のために動物性起源の唯一の成分としての定義された動物の身体部位の使用はこれま
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で公知ではない。
【００２０】
　本発明によるソーセージ製造法に従って、豚の肩および／または腿（大腿部）からの純
粋な筋肉のみをおよびレバーソーセージの製造に際しては単に付加的に豚肝臓のみを唯一
の動物性成分として使用し、それ以外に他の食肉およびさらに他の動物性成分、例えば皮
、脂身、臓物、くず肉または他の動物身体部位または牛乳タンパク質もしくは卵タンパク
質または同様に植物性の脂肪または油または油ベースの脂肪代用物は使用しないことによ
って、一方で非常に脂肪分に乏しいソーセージがもたらされる。
【００２１】
　有利には、筋肉の脂肪含有率は、筋肉の全質量に対して５質量％未満、殊に３．５質量
％未満である。必要な場合、これは、腿のおよび／または肩の脂肪片(Fettrand)の少なく
とも部分的な除去により達成することができる。
【００２２】
　他方で豚の唯一の分割部からのみなるソーセージ類は、筋部において特有のその技術的
な特性の他に、製品の純度に関して出来る限り高い消費者保護を消費者に保証する。豚の
ハム肉(Schinkenfleisch)または肩肉は、まさに市場で得られる高品質のハムの特質に関
して高価な食料品として消費者のもとで良い評判を受ける。腿または肩からのハム肉は、
脂肪片の分離後、非常に脂肪分が乏しく（ソックスレー法により測定された脂肪２％～５
％）、タンパク質に富み、それゆえ消費者から健康食料品として高く評価される。
【００２３】
　とりわけ脂肪が減らされたソーセージ品目は、使用される筋肉が腿に由来する（内腿、
上腿、下腿）場合に得ることができる。ソーセージの製造前に外側の脂肪片が取り除かれ
た、内腿からの食肉をもっぱら使用することで特別な利点が生じる。
【００２４】
　さらに他の成分として、ソーセージに、他の食料品から公知である香辛料、野菜および
他の植物性成分または同様に添加物を添加してもよい。しかしながらこの場合に本質的な
ことは、植物性の脂肪および油または油ベースの脂肪代用成分、例えばオレストラまたは
サラトリムを添加しないことである。
【００２５】
　それゆえ本発明による方法によって製造されたソーセージ類は、ソーセージの全質量に
対して５質量％未満の、殊に３．５質量％未満の脂肪含有率を有する。
【００２６】
　とりわけ魅力的な感覚上の特性を達成するため、純粋に豚肉ベースのソーセージ類のた
めに本発明に従ってさらに他の処理工程が有利には実施され、それらはあとに続く実施例
の記載の中で詳細に示される。
【００２７】
　実施例の記載
　茹でソーセージ
　本発明に従う茹でソーセージを製造するため、有利には豚の肩および／または腿からの
、とりわけ有利には内腿からの脂肪分の少ない筋肉のみが処理される。脂肪分の少ない筋
肉は、有利には筋肉の全質量に対して５質量％未満、殊に３．５質量％未満の脂肪含有率
を有する食肉と理解されるべきである。
【００２８】
　カッティングに際して、挽肉材料は、筋タンパク質が加熱損傷によって予定より早く機
能性を失わないように常に十分冷却されていなければならない。そのために、氷または氷
水の添加が役に立つ。文献中では、さらに冷却するために液体窒素またはドライアイスを
添加する方法も公知である。この種の高値の助剤はしかし製造工程を非経済的なものにす
る。
【００２９】
　カッティングプロセスの間、氷の添加により１２０ｋＪ／挽肉１ｋｇより大きい、有利
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には１５０ｋＪ／ｋｇより大きい、とりわけ有利には２５０ｋＪ／挽肉１ｋｇより大きい
エネルギー量が、挽肉中に０℃の挽肉温度に達するまで導入される。この場合、有利には
氷は、大部分のタンパク質分解(Proteinaufschluss)を非常に低い温度にて達成するため
に、－１０℃より小さい値（有利には－２０℃より小さい、とりわけ有利には－４０℃よ
り小さい値）に冷却される。とりわけ有利には、分解は、全体の氷量が直ちにカッティン
グプロセスの開始時に添加される場合に生じる。
【００３０】
　必要とされる冷却量は、非常に長く冷却された氷により比較的少ない量においてまたは
より多くの氷の添加によりそれほど低くない温度で達成されうる。とりわけ有利なのは、
全挽肉質量に対して少なくとも３０質量％の、とりわけ有利には３５質量％より大きい添
加量である。それというのも結合した高い水含有率が、完成したソーセージのみずみずし
くかつ柔らかい口内感覚に寄与するからである。
【００３１】
　とりわけ有利なのは、非常に低い温度を有する氷の添加であり、その結果、生じる温度
平衡により食肉中に存在する水少なくとも２０質量％、とりわけ有利には少なくとも５０
質量％が凍結する。それにより第２の氷相が生じる。２つの氷相は、カッターブレードの
剪断力との組み合わせにおいて挽肉中への単位時間当たりのとりわけ高いエネルギー導入
を可能にし、このことによりタンパク質分解が本質的に改善される。
【００３２】
　意想外にも、この種の方法条件の場合、１２％を上回る腿からの筋タンパク質および８
％を上回る肩からの筋タンパク質は、例えば他の脂肪分の少ない、フィレットまたはあば
ら肉のような筋群からのタンパク質によって達成されるよりも多くの水をソーセージ中に
ゲルとして包みこむ。それゆえ十分な冷却供給により、脂肪分の少ない腿肉または肩肉の
使用に際して、高い水含有率を有する、脂肪分が乏しい感覚上魅力的なソーセージ類を製
造するための理想的な組み合わせができる。
【００３３】
　腿または肩からの食肉の利用はさらに他の利点をもたらす。感覚上の理由から所望され
る場合、ソーセージの脂肪含有率は、腿または肩からの筋の脂肪片を少なくとも部分的に
そのままにしておくことにより脂肪含有率の調整のために利用することができる。腿に存
在する脂肪をとりわけ良好に腿筋タンパク質により処理しエマルジョンをつくることがで
きることが明らかになる。
【００３４】
　本発明による方法により、長い時間において０℃より小さい挽肉の温度が、著しく技術
的に機能性のタンパク質配列を分解するためにかつ引き出す(Freilegung)ために使用され
る。長い時間における低温度運転により、高価なタンパク質を筋肉マトリックスからの食
肉の凍結点で引き離し、その際、大部分を分解しひいてはタンパク質の際立った水結合お
よびゲル結合を達成することが可能になる。良好な粘稠性のためにおよびゲル形成のさら
なる改善のために、温度はカッティングプロセスの終了時に最大１０℃まで、有利には最
大８℃までの値に上げられる。
【００３５】
　ゲル形成の改善のために一方で個々の場合において、茹で温度（６０℃より大きい）に
達するまで、３時間を上回る、有利には５時間を上回る時間を経過させることも有利であ
りうる。茹でる前の長い中間貯蔵によって茹でプロセス中の水の流出が最小化することが
明らかになる。中間貯蔵に際してのこれらの有利な効果は、挽肉温度を２０℃より大きい
値、有利には３５℃より大きい値に高めることによりさらに改善されうる。結果的に、明
らかにより安定した構造が同じ水含有率において達成されうる。
【００３６】
　この方法により、茹でプロセスの後に水がソーセージから流出することなく挽肉中で４
５質量％までの後から付加された水割合(Fremdwasseranteil)を達成することが可能にな
る。
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【００３７】
　冷却源としての氷を使用する利点は、液体窒素またはドライアイスを使用するのに比べ
てコストが比較的低いということにある。
【００３８】
　それにより、完成したソーセージ中の脂肪含有率は２．５質量％より小さい値まで減少
するにも関わらず、感覚上非常に魅力的なソーセージ製品が得られる。製品は、感覚に関
して脂肪が減らされた従来のソーセージ類とははっきりと区別されかつ口内感覚に関して
従来技術のより多く脂肪を含有するソーセージ類とほとんど区別されえない。
【００３９】
　個々の場合において、カッティング処理のためにさらに冷却することができるようにす
るために、食肉をカッターへの添加前に凍結させることもまた有利でありうる。この場合
、たしかに筋構造は部分的に失われるが、しかしながら分解時間をさらに延長しかつ挽肉
粘稠性をさらに均一化することができる。
【００４０】
　水割合が親水コロイドの添加によりさらに上昇させられる場合、とりわけ脂肪分が乏し
い茹でソーセージが得られる。親水コロイドとして、ＬＭＢＧにおいて承認されている濃
縮作用のある全ての物質が使用されうる。炭水化物ベース（例えばキサンタン、イナゴマ
メ穀粉(Johannisbrotkernmehl)）の親水コロイドの添加により、挽肉粘度は、後から付加
された水の５０質量％までをソーセージ中に組み込むことができる形で高められる。
【００４１】
　多くの後から付加された水の添加は工程への多量の氷の添加を可能にし、その結果、挽
肉はとりわけ長くカッティングされえかつ筋タンパク質はとりわけ多く分解される。親水
コロイドを水中で溶解し、溶液を凍結しかつ氷と一緒にカッターに添加することが有利で
ありうる。カッティング時間（ひいては構造付与するタンパク質分画部の分解時間）を最
大にすることができる。
【００４２】
　とりわけ有利な実施態様において、ソーセージのゲル安定性をさらに高めるために、挽
肉に植物性タンパク質が添加される。とりわけ有利であるのは、３質量％までのマメ科植
物タンパク質（例えばエンドウマメ、ダイズ、ルピナス、ソラマメから）の添加である。
他の植物性タンパク質の使用もまた可能である。とりわけ有利には、植物性タンパク質の
添加は冷凍されたタンパク質溶液の形で行われる。そのため、すでに十分に溶解されたタ
ンパク質が処理のために準備される。同時に、凍結されたタンパク質溶液の形において付
加的な冷却が系に導入される。
【００４３】
　食肉をカッティングプロセス前に肉挽き器で挽きかつ０℃より小さい値に凍結すること
が有利であり、その際、食肉中に存在する凍結可能な１０％を上回る水が凍結されるべき
である。同様に有利であるのは、カッターが挽肉製造の前および／または挽肉製造中に５
℃より小さい値、有利には１℃より小さい値に冷却される場合である。
【００４４】
　とりわけ容易なかつ経済的な処理操作は、使用される筋群がカッティング前に肉挽き器
により粉砕されない場合に達成される。氷の高い添加量により、５ｃｍより大きい直径を
有する肉片も素早く分解される。
【００４５】
　ソーセージ挽肉の製造に際して、カッターブレードの形状ならびに速度は決定的な意味
を持つ。この場合、剪断速度は、剪断機ブレードの回転速度およびブレードとカッターボ
ールとの間のギャップ幅から生じる決定的なパラメータである。剪断速度２５０００　１
／ｓを上回ると、挽肉特性は改善されたタンパク質分解によって改善される。しかしなが
ら６００００　１／ｓを上回ると、挽肉特性は増大したタンパク質の損傷により局部的な
温度ピークに基づき再び悪化する。そのため、５００００～６００００　１／ｓのタンパ
ク質分解のための剪断速度の最適化がもたらされる。卵白分解のために鈍くされた特殊な
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カッターブレードの使用により、とりわけ均一な分解が可能になる。
【００４６】
　記載された剪断速度は、カッターによってもまた同様に他の大規模工業の食肉分解機(F
leischaufschlussmaschinen)、例えばコロイドミルにおいても設定されうる。
【００４７】
　上記の方法により基礎となる挽肉材料がつくり出され、該材料からさらなる処理により
種々のソーセージ類、例えばハムソーセージ、種々の成分（ピスタシオ、キノコ、植物(K
raeuter)、野菜）を有する切片、ゲッティンガー、フランクフルター、焼きソーセージ、
肉チーズまたはペーストも生ずる。
【００４８】
　茹でソーセージの構造は、繊維品(Faserprodukten)の添加により固定されうる。このた
めに市販の繊維品、例えば小麦、マメ粉またはカラス麦からなるものが適している。
【００４９】
　方法の特別な実施態様に従って、茹でプロセスは５Ｋ／分より小さい加熱速度および冷
却速度にて実施される。
【００５０】
　生物活性のソーセージ製品は、二次的な植物性含有物質、例えばリグナン、フィトステ
ロール、ポリフェノールまたはイソフラボノイドが添加される場合に得ることができる。
【００５１】
　調理ソーセージ
　豚の腿肉および肩肉から、非常に低い脂肪含有率を有する調理ソーセージ、例えばレバ
ーソーセージまたはレバーペーストも製造されうる。
【００５２】
　調理ソーセージまたは調理スプレッドソーセージのための成分として、脂肪片がほぼ取
り除かれた、豚の腿または肩からの、有利には腿の、とりわけ有利には内腿からの純粋な
筋肉および豚肝臓が唯一の動物性成分として使用される。筋肉中および肝臓中に含まれる
脂肪以外に、さらに他の脂肪、例えば脂身または油または油ベースの脂肪代用成分は添加
されない。
【００５３】
　筋肉中の脂肪割合は、最大５質量％、有利には最大３．５質量％でありかつ豚肝臓中で
は最大６質量％である。担管が取り除かれている新鮮な豚肝臓の使用がとりわけ有利であ
ることがわかる。
【００５４】
　意想外にも、食肉がカッティング前に調理されず、８５℃未満、有利には７５℃未満の
温度にて茹でられる場合に、特別なクリーム状の調理ソーセージが達成されることが明ら
かになる。これにより、タンパク質は部分的にしか変性されずかつみずみずしいソーセー
ジ構造が得られる。
【００５５】
　新鮮な肝臓および茹でられた食肉からの調理ソーセージ挽肉のカッティングに際しての
有利な温度は４０℃を上回り、有利には５０℃を上回る。これにより、肝臓はとりわけ良
好に分解されかつ安定したかつクリーム状の構造が獲得される。
【００５６】
　本発明による方法の有利な一実施態様において、カッティングプロセスの開始時に食肉
および肝臓は乾燥状態でカッティングされ、かつカッティングプロセスの終了の手前で初
めて残りの成分および水もしくは食肉の茹でプロセスからの肉汁(Bruehe)が添加される。
分解を改善するために、茹でソーセージ挽肉の製造の場合と比較可能な剪断速度が選択さ
れる。この処理操作により、添加物としての乳化剤を省くことが可能になる。
【００５７】
　ソーセージ中のクリーム性は、カッターにおける製造に際して炭水化物をベースとする
親水コロイド３％までがそれに添加される場合に改善されうる。特別な利点は、全質量に
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対して０．５～１％の質量割合においてキサンタンが使用される場合にもたらされる。
【００５８】
　ソーセージ中のクリーム性は、カッターにおける製造に際して全質量に対して４質量％
までの植物性タンパク質がそれに添加される場合にも改善されうる。とりわけ有利な特性
は、マメ科植物タンパク質、例えばルピナスタンパク質または油種子タンパク質、例えば
ヒマワリタンパク質の使用に際して得られる。カッターへのルピナスタンパク質３％の添
加後、調理ソーセージは、３％未満の低い脂肪含有率にも関わらず塗ることができるほど
柔らかくかつ非常にクリーム状である。これは、タンパク質としてミセルが沈殿したルピ
ナスタンパク質分離物が使用される場合にとりわけ上手くいく。加えて、腸内または容器
中に充填された調理ソーセージの加熱温度が７５℃より小さく保たれる場合、塗布挙動は
とりわけ良好である。それというのも、植物性タンパク質の完全な変性が生じないからで
ある。湿った植物性タンパク質または凍結されたタンパク質水溶液の使用により、この場
合タンパク質溶解性がとりわけ高いために特別な利点がもたらされる。
【００５９】
　調理ソーセージの構造は、繊維品の添加により固定化されうる。このために市販の繊維
品、例えば小麦、マメ粉またはカラス麦からのものが適している。
【００６０】
　クリーム状の構造は、充填された挽肉の加熱温度がちょうど植物性タンパク質の変性温
度を下回り、一方で肝臓の変性温度を上回り、ならびに必要な低温殺菌温度を上回る場合
に得られる。
【００６１】
　レバーソーセージの製造法の特別な実施態様に従って、茹でプロセスは５Ｋ／分より小
さい加熱速度および冷却速度にて実施される。
【００６２】
　生物活性のソーセージ製品は、二次的な植物性含有物質、例えばリグナン、フィトステ
ロール、ポリフェノールまたはイソフラボノイドが添加される場合に得ることができる。
【００６３】
　生ソーセージ
　豚の腿肉および肩肉から、非常に低い脂肪含有率およびとりわけ天然のタンパク質構造
を有する生ソーセージも製造されうる。
【００６４】
　生ソーセージの製造のために、唯一の動物性成分として脂肪片がほぼ取り除かれた豚の
腿または肩からの、有利には腿の純粋な筋肉が使用され、かつ筋肉中に含まれる脂肪以外
には、さらに他の脂肪、例えば脂身または油または油ベースの脂肪代用成分は添加されな
い。筋肉中の脂肪割合は、最大５質量％、有利には最大３．５質量％である。
【００６５】
　この種の脂肪分が乏しい食肉からの生ソーセージは、ハムまたは生ハム(Lachsschinken
)と似た構造を有するが、しかし非常に多岐にわたる風味の成分とテクスチャー(Textur)
との混合によりハムよりずっと広範囲に及ぶバリエーションを持つことができる。
【００６６】
　意想外にも、カッティングプロセス前の食肉材料中で最大に凍結可能な水５０％が凍結
していないかまたは５０％より多く凍結していない場合に、とりわけ安定したハム様のテ
クスチャーを有する脂肪分の少ない生ソーセージが達成されることが明らかになる。
【００６７】
　さらに、食肉が５℃未満の、とりわけ有利には１℃未満の温度で、しかしながら凍結さ
れずに、つまり－２℃より低くない温度で添加される場合に有利であることが明らかにな
る。
【００６８】
　本発明による方法のとりわけ有利な実施態様において、食肉材料の一部、有利には５０
％は、４ｍｍより小さい穴直径を有する円形の板によって肉挽きされる。他の部分は７ｍ
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ｍより大きい穴直径を有する円形の板によって細片に切られる。
【００６９】
　肉挽き器で挽かれた食肉材料の部分は、カッターにおいて１２℃を超える温度、有利に
は１４℃を超える温度まで粘り気を持つまでカッティングされる。肉挽き器で挽かれた部
分のカッティング時間の９０％が経過した後、有利にはカッティング時間の終了後、スタ
ーターカルチャー(Starterkulturen)、香辛料、塩および／または亜硝酸塩の塩漬剤なら
びに細片に切られた食肉の部分が添加されかつ混合される。
【００７０】
　さらに他の一実施態様において、炭水化物、例えばキサンタンおよび／または繊維品、
例えば小麦繊維またはマメ科植物繊維をベースとする親水コロイドが添加される。これら
の添加物の添加により、熟成プロセスが促進されかつ水結合が調整されうる。さらに、二
次的な植物性含有物質、例えばリグナンまたはフィトステロールを添加してもよい。殊に
、野菜、例えばペペローニまたはセイヨウワサビを添加してもよい。最後に、充填された
ソーセージ材料を燻製してもよい。
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